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マイナンバーカードで失業認定手続

が可能に  

 

◆マイナンバーカードで失業認定手続  

 これまで、失業の認定の際には、受給

資格決定時に申請者が提出した写真を貼

付した雇用保険受給資格者証（以下、「受

給資格者証」という）等で、本人確認や

処理結果の通知が行われていました。令

和４年 10 月１日以降に受給資格決定さ

れる方について、本人が希望する場合に

は、マイナンバーカードによる本人認証

を活用することで手続きを完了できるよ

うになりました。マイナンバーカードを

活用する場合には、受給資格者証に添付

する写真や失業の認定等の手続きごとの

受給資格者証の持参が不要になります。  

◆対象となる手続きと受給資格者証等  

 以下の手続きの際、マイナンバーカー

ドで本人認証を行う場合は、受給資格者

証等の提出が不要になりました。なお、

各種手続の処理結果は、下記（  ）内の受

給資格通知等に印字し、交付されます。  

〇雇用保険受給資格者証（雇用保険受給

資格通知を交付）  

〇雇用保険高年齢受給資格者証（雇用保

険高年齢受給資格通知を交付）  

〇雇用保険特例受給資格者証（雇用保険

特例受給資格通知を交付）  

〇教育訓練給費金および教育訓練支援給

付金受給資格者証  

（教育訓練受給資格通知を交付）  

◆気をつけたい点  

 気をつけたい点もあります。マイナン

バーカードを活用して失業認定等の手続

きを希望した場合、それ以降は原則とし

て受給資格者証等による手続きに変更す

ることができません。また、本人認証時

のパスワード入力時に３回

連続で誤入力するとロック

がかかり、パスワード再設

定の手続きが必要です。当

該手続をするという方には、

ご案内するとよいでしょう。 

【厚生労働省「マイナンバーカードで失

業認定手続ができるようになります」】  

https://www.mhlw.go.jp/hourei/do

c/tsuchi/T221005S0032.pdf 

 

高齢者の体力は低下傾向！  これか

ら企業が対策を講ずべきこと  

 

◆65 歳以上の高齢者の体力は低下傾向

にある！  

 70 歳までの雇用・就業機会の確保に

向けた取組みを行うことが努力義務とし

て企業に課せられているなか、気になる

データが公表されました。  

高齢者の体力の低下傾向が顕著であ

ることが、スポーツ庁の体力・運動能力

調査（2021 年度）でわかったのです。

特に、65～74 歳の男性の体力は過去

10 年間で最低を記録。週１日以上の頻

度で運動している人の

割合も同区分では減少

しており、専門家は、

「高齢者に運動習慣が

広がり体力向上につな

令和 ４年１１月 

あい社会保険労務士法人 
  〒706-0024 

  岡山県玉野市御崎２丁目３番１３号 
  ＴＥＬ：0863-81-5634 

  ＦＡＸ：0863-33-3896 

  ｅ－ｍａｉｌ：ksato@aisr.or.jp 

   ホームページ：https://aisr.or.jp 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0032.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0032.pdf
mailto:ksato@aisr.or.jp


がっていた流れが、頭打ちとなってきた」

と警戒しています。  

◆労働災害が増加する心配も……  

 高齢者の体力の低下は、労働災害の増

加にもつながります。そもそも高年齢層

の労働災害発生率は若年層に比べ相対的

に高いのですが、これは身体機能や体力

の低下といった高齢者特有の事情による

ものと考えられるところ、今後ますます

労働災害の発生件数が増えることが懸念

されます。働く高齢者が増えるなか、企

業としては、従来の想定以上に高齢者の

体力が落ちていることを念頭に、安全に

働いてもらうことのできる職場づくりを

行っていかなければなりません。  

◆特に重要な課題は「転倒対策」  

 特に意識して対応策を講じたいのは、

年齢の上昇に着目した対策が必要な労働

災害と位置づけられる「転倒災害」です。

職場内の段差を極力なくす、通路を整頓

して通行しやすくするといった対策を講

じるとともに、厚生労働省作成の「転倒

等リスク評価セルフチェック票」等を活

用するなどして、自身の身体機能の状態

について知っていただき、無理な動作を

しないよう心がけてもらうようにするの

が有効です。職種によっては、安全作業

に必要な体力について定量的に測定する

手法や評価基準について定め、高齢労働

者の体力を把握することも必要でしょう。

さっそく取組みを始めてみませんか。  

 

副業・兼業の実態調査と導入の検討に向

けて  

 

先ごろ、「副業・兼業の促進に関するガ

イドライン」パンフレットの改訂版が厚

生労働省から公表されました。７月に改

訂された兼業副業ガイドラインの解説や

副業・兼業に関するモデル就業規則の規

定、各種様式例がまとめられています。

こうしたことを踏まえ、従業員の副業・

兼業の許可を検討する企業もあると思い

ます。その前提として、副業等の実態が

どうなっているのかは押さえておきまし

ょう。  

◆パーソル総合研究所の調査から  

2021 年の調査になりますが、パーソ

ル総合研究所が従業員 10 人以上の企業

に対して行った調査によると、次のよう

な実態がわかります。  

【企業側】  

・副業の全面禁止は 45.1％。容認（全

面・条件付き）は 55.0％で、2018

年より 3.8 ポイント微増。  

・副業人材を実際に受け入れているのは

23.9％、受入れ意向はあるが現在受入

れがないのは 23.9％、受入れ意向な

しは 52.3％  

【従業員側】  

・実際に副業をしている人は 9.3％（年

収 1,500 万円以上の高所得層に多い）  

・現在していないが副業意向がある人は

40.2％（低所得層になるほど多い）  

・動機は職種によらず、「収入の補填」が

最多  

この調査では、他に過重労働リスクに

つながりにくい副業の特徴と、職場支援

のあり方などについても報告されていま

すので、副業・兼業の許可を検討する際

に参考になるでしょう。  

◆就業規則等の整備が必要です  

副業・兼業を認めるにあたっては、就

業規則等の社内規程の整備や届出、労働

時間の通算や健康確保等についての検討、

社会保険や労災についても確認しておく

べきことがあります。また、当然ながら

秘密保持や競業避止

の面からの検討も必

要になります。  

 これらの対応や社

内規程の整備につい

ては、弊所にご相談

ください。  

 

【厚生労働省「副業・兼業」】  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakun

itsuite/bunya/0000192188.html 
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